
 

富士山火山広域防災対策基本方針（概要） 

 

 

 

火山との共生 

 

 

○ 火山情報やハザードマップを基にした避難の実施時期や対象範囲の明確化 

○ 合同現地対策本部の設置等広域的な防災体制 

○ 地域産業の支援、観光資源に配慮した防災対策 

本方針におけるポイント 

 
広域防災体制の確立 

○ 多様な現象への備え 
○ 火山活動の長期化 

○ 交通対策（道路交通規制、鉄道運行規制、 

航空機の安全運航確保） 

○ 降灰対策（状況把握、除灰） 

○ 広域災害医療対策 

○ 住宅確保（応急住宅、恒久住宅） 

○ 経済支援（支援金支給、資金貸付） 

○ 広域連携による火山防災対策の推進（地域防災計画への反映、広域応援体制の充実） 
○ 実戦的な防災訓練実施（広域避難の合同訓練等）  ○ 全国活火山の火山防災対策への反映 

○ 富士山は日本有数の観光資源（年間 2000 万人にも及ぶ一時滞在人口）。 

○ 火山防災対策の推進は、“地域を知り、災害を知る”こと。 

地域産業への 
影響 

○ 経済支援（融資制度、ホテル・旅館の活用） 

○ 風評被害対策 

○ 事業者による「火山防災対策計画」の策定 

観光客等の被災 ○ 観光客等への啓発・教育 

・ 地域住民への啓発 

・ 観光客への学習機会の提供 

・ 学校での防災教育推進 

対策の効果的推進 

 

平成１２年の有珠山噴火において、現地対策本部合同会議を設置し、人命被害を回避。

平 常 時 

気象庁の火山情報 

発表時（噴火前） 

○ 異常現象の発見体制 
○ 情報共有体制 
○ 火山専門家との連携体制 
○ 広域連携・協定の締結促進

○ 臨時火山情報(注意喚起)：観測・連絡体制強化 
○ 臨時火山情報(噴火可能性)：予知連開催 
○ 緊急火山情報：合同現地警戒本部 

○ 非常災害対策本部等（国） 
○ 合同現地対策本部 
 ・機能別班編成   ・現地での意思決定
 ・情報の集約、共有 ・影響範囲の予測 

噴 火 時 

応急・復旧対策 

広域避難体制の確立 

    対象者 

噴火前 

避難範囲 

一般 

住民 

災害時 

要援護

者 

観光客 

登山者 

入山者 

 
一般 

住民 

災害時 

要援護

者 

観光客 

登山者 

入山者 

 
一般 

住民 

災害時 

要援護

者 

観光客 

登山者 

入山者 

臨時火山情報時 
避難範囲    
（火口分布）  

  ○  ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ 

  
  
  

    △ ◎ ○  ◎ ◎ ◎ 

災害時要援護者 
避難範囲    
(溶岩流24時間) 

     ◎ ○  △ ◎ ○ 

凡例） △：避難準備  ○：活動自粛等  ◎：避難 

臨臨臨時時時火火火山山山情情情報報報（（（噴噴噴火火火可可可能能能性性性）））   

<要援護者のいち早い避難> 

緊緊緊急急急火火火山山山情情情報報報   

<広域避難> 

臨臨臨時時時火火火山山山情情情報報報（（（注注注意意意喚喚喚起起起）））  

<避難対策の開始> 

  火口分布範囲 
 
  溶岩流が３時間 
  以内に到達 
  
  溶岩流が 24時 
  間以内に到達 

山頂 

富士吉田 

御殿場 富士宮 

に応じた に応じた を基に 

気象庁の火山情報 属性（災害時要援護者・一般住民等） 噴火影響範囲（ハザードマップ）

気象庁の火山情報 

発表時（噴火前） 

噴火現象に応じた専門家の判断による避難範囲 噴 火 時 

緊急火山情報時 
避難範囲 
(溶岩流 3時間) 

説明資料４ 


